
 

導入促進基本計画 

 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

   平成 30 年 5 月現在の人口は 11,094 人、うち 65 歳以上の人口割合は 35.34％

で高齢化が著しく進行している。 

   平成 22 年国勢調査による生産年齢人口は 6,857 人と 10 年前の平成 12 年国勢

調査 7,755 人と比較すると約 11％減少しており、今後さらに減少すると考えら

れる。 

   産業構造としては、平成 22 年国勢調査による産業別就業人口から見ると第１

次産業 381 人（7.4％）、第２次産業 1,364 人（26.6％）、第３次産業 3,253 人

（63.3％）となっており、平成 12 年度国勢調査と比較すると基盤産業であった

第１次産業及びこれらに関連した食料品等の加工製造を含む第２次産業の割合

が減少し、第３次産業の割合が増加している状況となっている。 

   紀宝町は、高速道路の延伸により都市圏からの交通の便は次第に改善されてい

るが、まだまだ時間的・距離的に不利であるという地理的な問題があることから、

域内の中小企業は、雇用の低迷や取扱物品の変化および低価格化等により、企業

数は減少傾向にある。また、下請け形態や小規模業者が大半を占めているため景

気変動の影響を受けやすく、経営基盤が不安定な企業体が多く見受けられており、

現状を放置すると域内の産業基盤が失われかねない状況である。 

   このような中、創業支援の取組を継続しつつ、域内の中小企業の生産性を抜本

的に向上させることで、人手不足等に対応した事業基盤を構築するとともに、後

継者が引き継ぎたいと思えるような企業にしていくことは、喫緊の課題である。 

 

（２）目標 

   導入促進基本計画を策定し、中小企業の先端設備等の導入を促すことで、事業

者の人手不足への対応や生産効率の底上げを目指す。 

   このために、導入促進基本計画の計画期間内での先端設備等導入計画の認定目

標を３件程度とする。 

 

（３）労働生産性に関する目標 

   先端設備等導入計画が認定される事業者の労働生産性（導入促進指針に定める

ものをいう。）が年率３％以上向上することを目標とする。 

 

２ 先端設備等の種類 

   紀宝町の産業は、農林水産業、製造業、サービス業と多岐に渡り、多様な業種

が紀宝町の経済、雇用を支えているため、これらの産業で広く事業者の生産性向



上を実現する必要がある。したがって、多様な産業の多様な設備投資を支援する

観点から、本計画において対象とする設備は、経済産業省関係生産性向上特別措

置法施行規則第１条第１項に定める先端設備等全てとする。 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

紀宝町の産業は、市街地、海岸部、山間部と広域に立地している。これらの地

域で、広く事業者の生産性向上を実現する観点から、本計画の対象区域は、町内

全域とする。 

 

（２）対象業種・事業 

紀宝町の産業は、農林水産業、製造業、サービス業と多岐に渡り、多様な業種

が紀宝町の経済、雇用を支えているため、これらの産業で広く事業者の生産性向

上を実現する必要がある。したがって、本計画において対象とする業種は、全業

種とする。 

生産性向上に向けた事業者の取組は、新商品の開発、自動化の推進、ＩＴ導入

による業務効率化、省エネの推進等、多様である。したがって本計画においては、

労働生産性が年率３％以上に資すると見込まれる事業であれば、幅広い事業を対

象とする。 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

国が同意した日から３年間とする。 

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

   ３年間、４年間又は５年間とする。 

 

５ 先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項 

   本計画においては、人員削減を目的とした取組を先端設備等導入計画の認定の

対象としない等、雇用の安定に配慮する。 

   公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては

先端設備等導入計画の認定の対象としない等、健全な地域経済の発展に配慮する。 


